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こ
の
た
び
、
新
し
い
人
権
擁
護
委

員
に
田
村
省
三
さ
ん
（
家
原
）
が
就

任
さ
れ
、
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
状
が

交
付
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は
、
平
成

２２
年
４
月
１
日
か
ら
３
年
間
で
す
。

　
田
村
さ
ん
に
は
、
人
権
擁
護
委
員

と
し
て
、
市
民
の
日
常
生
活
に
接
し

つ
つ
、
人
権
思
想
の
普
及
と
高
揚
を

図
る
と
と
も
に
、
人
権
侵
害
が
起
き

な
い
よ
う
監
視
し
、
人
権
の
擁
護
に

努
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
１０
年
２
月
か
ら
４
期

１２
年
に
わ
た
っ
て
人
権
擁
護
委
員
を

務
め
ら
れ
た
酒
井
隆
昌
さ
ん
（
社
）

が
、
任
期
満
了
に
よ
り
平
成
２２
年
３

月
３１
日
付
で
退
任
さ
れ
、
法
務
大
臣

か
ら
感
謝
状
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ

　
教
育
委
員
会
人
権
教
育
課

　（
滝
野
庁
舎
）

　
　
４
８
・
３
５
９
８

田村省三さん

　５月１日から７日の「憲法週間」にあわせ、神戸地方
法務局と社人権擁護委員協議会では、特設人権相談所
を開設します。
　人権問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
相談は無料で、秘密は守られます。
相　談　者　人権擁護委員
開　設　日

問い合わせ　神戸地方法務局社支局　 ４２－０２０１　
　　　　　　教育委員会人権教育課（滝野庁舎）
　　　　　　　　　　　　　　　　　４８－３５９８

４月１日現在（敬称略）

地　区　名
社 ３ 区

サンコーポラス三草

開 設 日
５月 ６日（木）
５月１４日（金）
５月１９日（水）

場 　 所
はぴねす滝野
社福祉センター
東 条 公 民 館

時 　 間
　９：３０～１１：３０
１３：３０～１５：３０
１３：００～１５：００

氏　　　名
早 崎 信 康
大 塩 　 貢

■税金を納める方法
　市役所からお届けする納税通知書に定められた
期限（納期限）までに、市税取扱金融機関や市役
所で納めてください。口座振替を利用いただくと、
納期ごとに金融機関などへ出向いていただく必要
も、納め忘れの心配もなく安心です。一度手続き
されますと、翌年以降も継続して自動振替されま
す。
■税金が納められない場合は･ ･ ･
【納税相談】
　さまざまな事情で納期限内に納めることができ
ない場合は、早めに税務課へご相談ください。
【滞納処分】
　納期限までに納められた方との公平を保つとと
もに、大切な市税を確保するため、滞納者につい
ては、財産（不動産、動産、給料、預貯金、年金
など）を差し押さえ、これらの財産を公売するな
どの滞納処分を行います。

■延滞金について
【延滞金とは】
　納期限を過ぎてから納付すると、本来納めるべ
き納税額のほかに、遅延した税額および期限に応
じて延滞金が必要になります。
【計算方法】
　延滞金は納期限の翌日から１か月を経過するま
では、年７．３％（ただし、特例基準割合が７．３％
に満たない場合は、特例基準割合による）、２か月
目からは年１４．６％の割合で加算されます。
※特例基準割合とは、前年１１月末日現在の公定歩
合に４％を加算した割合です。平成２２年度は４．３
％になります。

　平成２２年度から、軽自動車税の納期限がこれま
での４月３０日から５月３１日に変更（口座振替も５
月３１日）になりますので、ご注意ください。

６期
１２/２７（月）

５期
１１/３０（火）

４期
１１/１（月）

３期
９/３０（木）

２期
８/３１（火）

１期
８/２（月）

４期
１１/３０（火）

３期
９/３０（木）

２期
８/２（月）

１期
６/３０（水）

全
５/３１（月）

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月４月

軽 自 動 車 税

個 人 住 民 税
（市民税･県民税）

固 定 資 産 税
都 市 計 画 税

国民健康保険税

１期
５/３１（月）

４期
１２/２７（月）

３期
１１/１（月）

２期
８/３１（火）

７期
１/３１（月）

８期
２/２８（月）

今年から軽自動車税の納期限が５月末になりました

問い合わせ　総務部税務課（社庁舎）　４３－０３９７

※表中の日付は、その期の納期限を表します。


